
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  対象 

杉並区内で居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護または移動支援事業所を運営する法人 

※令和 8 年度から同行援護、行動援護、移動支援を運営する法人も対象になりました。 

※法人本部が杉並区外でも申請できます。ただし、補助対象年度の 4 月 1 日時点で、開設後 1 年以上経過

している事業所を 1 か所以上運営していることが必要です。 

 
       助成内容 

 
     助成額 
       事業ごとに対象経費と、助成上限額と比較して少ないほうの額 

※雇用契約期間を通じて社会保険（健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険）の全てに加入している場合のみ対象 

 

     助成の要件 

 

 

 

 

 

 

①ヘルパー補助者

雇用助成 

未経験者等をヘルパー補助者として有期雇用し、指導ヘルパー監督のもと、身体介護・家

事援助等の補助業務に従事させることにかかる人件費の助成 ※ヘルパー補助者の資格取

得や必要な実務知識及び技能習得のための研修受講等の時間を含みます。 

②ヘルパー補助者

資格取得助成 

①のヘルパー補助者が、ヘルパーとして従事するために必要な資格取得にかかる研修経費

の助成 

補助対象事業 補助対象経費 助成上限額 

①ヘルパー補助者

雇用助成 

ヘルパー補助者の人件費 
１人当たり、１時間につき 1,700 円×720 時間 

（勤務時間が週 20 時間未満の勤務の場合は 360 時間） 

ヘルパー補助者の法定福利費

(事業主負担相当分)※ 
人件費(上記で算出した額)に 0.15 を乗じて得た額 

②ヘルパー補助者資格

取得助成 
ヘルパー補助者の研修受講料 １人当たり 83,000 円 

①ヘルパー補助者

雇用助成 

●同一法人で過去 1 年以内に雇用されていないこと。 

●法人が、新たにヘルパー補助者と有期雇用契約を締結すること。 

●法人は労働基準法等の労働関係法令を遵守し、雇用するヘルパー補助者について、週の

勤務時間が週 20 時間を超える者については、有期雇用契約期間を通じて社会保険（健康保

険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険）の全てに加入し、事業主負担相当分の保

険料を支払うこと。※勤務時間が週 20 時間未満の場合は、この限りではない。 

●国又は他の公共団体等から同種の補助金を受けていないこと。ただし、資格取得費補助

のみ同種補助金を受けている場合は、人件費のみ申請可。 

②ヘルパー補助者

資格取得助成 

●ヘルパー補助者雇用事業の対象職員であること。 

●対象の研修はヘルパー補助者が、ヘルパーとして従事するのに必要な研修受講料である

こと。(介護職員初任者・実務者研修、重度訪問介護従業者養成研修など) 

 

訪問系障害福祉サービス事業所人材確保支援事業 

申請・問合せ先  杉並区保健福祉部障害者施設支援課事業者支援係        
電話 03-5307-0377 FAX 03-5307-0772  ✉ s-jigyosha@city.suginami.lg.jp 

未経験でも、安心して始められる 
訪問系障害福祉のしごと 

訪問系障害福祉サービス事業所の人材確保を支援するため、未経験者等をヘルパー補助

者として有期雇用し、正規採用に至るまでの人件費や資格取得などの人材確保にかかる経

費を助成します。 
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    手続きの流れ 

      申請手続きは、対象となる事業所を運営する法人となります。手続きの流れは以下のとおりです。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要な書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他 
   
  
   

      

 

A 事前登録申請時 

① 人材確保支援事業補助金事前登録申込書 

② 人材確保支援事業補助金事前登録チェックリスト 

③ ヘルパー補助者と締結した有期雇用契約書(写) 

※③はヘルパー補助者が決まった段階で提出 

B 補助金交付申請時 

① 人材確保支援事業補助金交付申請書 

② 人材確保支援事業補助金実施計画書 

③ 補助対象者が対象事業に従事することを確認できる

書類 

C 実 績 報 告 時 

① 人材確保支援事業補助金実績報告書 

② 人材確保支援事業補助金実施報告書 

③ 補助対象事業に要した経費が分かる書類 

※ヘルパー補助者が従事した勤務時間・内容等がわかる

書類 、研修受講料の領収書など 

D 補助金請求時 ① 人材確保支援事業補助金交付請求書 

ヘルパー補助業務に従事 

720 時間まで 
※週の勤務時間が 20 時間

未満の場合は 360 時間まで 

研修を受講・資格取得 

詳しい情報や申請書

のダウンロード、登録

事業者一覧などは

「のーまらいふ杉並」

のサイトで 

 

雇用期間満了 
(又は 3月 31日) 

補
助
金 

ヘ
ル
パ
ー
補
助
者 

求人 
募集  有期雇用契約 

事前に事業者登

録すれば、募集時

に本事業を案内

できます 

指導ヘルパーの人

件費は報酬、ヘル

パー補助者の人

件費は本事業で 

研修受講にかかる

経費と研修受講

期間中の人件費

も本事業で 

C 
 
実績報告 

D 
 
補助金請求 
 

A 事前登録申請 
 
・事業所等の事前登録 
・ヘルパー補助者が決まったら
有期雇用契約書の写しを提出 
 
 
 

B  
 
補助金 
交付申請 

雇用契約等 

本事業の実施事業所とし

て登録してみませんか。 

希望する事業者は、区

のホームページで登録

事業者としてご紹介い

たします。 

上記二次元コードか

らアクセスできます 

・有期雇用契約期間が年度をまたいでいる場合は、それぞれの年度ご

との申請となります。また、通算額が上限額を超えないようにしてくだ

さい。 

・申請が年度末となる場合は、できる限り 2 月中に手続きくださいます

よう、ご協力をお願いします。 

 

 

 

5 

7 

6 


